
会議室利用のご案内 

【使用制限】 

１．次の場合の会議室使用はお断りいたします。 

・公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき

・宗教、結婚相談所などの出会いを目的とするもの、貴金属等の販売・買い取り、

健康食品、学習教材等の販売をするもの

・寄付集金、勧誘、キャッチセールスに類似した行為のもの

・事業所と区分されない個人や団体

・その他当所において支障があると認めたとき

２．次の場合は、使用許可後或いは使用中であっても使用を中止します。 

・使用の許可を受けた目的外に使用、又は使用の権利を他人に譲渡もしくは転貸

したとき

・その他当所が定める規則に違反して使用したとき

【使用上の注意】 

①会場使用中、使用後のトラブルに関して当所は一切責任を負いません。また、その

場合、今後の使用をお断りする場合があります。

②他のご利用者の迷惑になる行為（室外への物品等設置、大きな音が出る使用など）

は、固くお断りします。

③使用期間は、連続で使用する場合３日を越えないで下さい。

④定員は超えないで下さい。使用後は使用前の状態にお戻し下さい。また、施設器

具をき損した場合実費を賠償していただきます。

⑤使用時間は、申請のとおりの時間を必ずお守り下さい。（準備及び片付けの時間を

含みます。）

⑥備品（マイク・コンセント等）の使用を希望される場合は、申請書の付属設備欄へご

記入下さい。

⑦会場内への火気類の持込みは禁止します。

⑧会場内で飲食をされる場合は予め会場担当者にお申し出下さい。

⑨会場の扉・壁には一切掲示物を貼らないで下さい。

⑩紛失、盗難が発生しても当所は一切責任を負いません。

⑪荷物・商品等のお預かりはできません。また、事前に宅配便などで当所宛に送るこ

とは禁止です。配送された場合の荷物に対しては、一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

⑫チラシ・新聞広告・案内状などの会場名は

〇階 春日井商工会館 〇〇〇室 と明記して下さい。

⑬会場の変更・キャンセルは使用日の一週間前までです。それ以後につきましては

通常の会場料金をいただきます。

⑭ゴミは各自で持ち帰り下さい。

⑮天候等により、会議所の判断で会議室の利用を中止する場合があります。

⑯その他、会館利用に関する事項は、会場担当者の指示に従って下さい。
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